
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人弁護士渡部親一の上告理由について。

　原判決挙示の証拠によれば、訴外Ｄが昭和三一年一月七日金一〇万円の約束手形

に一週間程保証して欲しいと申入れ控訴人（被上告人、原告）の承諾を得、その実

印を受取りその場で金額一〇万円支払期日四月一四日なる約束手形の控訴人名下に

押捺し、右手形保証に必要だとの同人の依頼により市役所より印鑑証明書の下附を

受けるため控訴人は実印を同人に預けたことその他原判示の事実認定を肯認するこ

とができる。そして、原判決が右認定した事実関係の下において、控訴人が同訴外

人に対し代理権を授与したと見るべき事実関係でなく、市役所から印鑑証明書をと

るため実印を預けた一事は未だ法律行為の代理を委任したと言い得ぬから、同訴外

人の代理人であることを前提とする主張は採用し難い旨判断したのは正当である。

されば、原判決には所論の違法は認められない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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